
  

 

令 和 ６ 年 ４ 月 ２ 日  

大臣官房参事官（運輸安全防災） 

 

令和６年１月１日１６時１０分の能登半島地震による 

のと鉄道の運転取りやめに伴う代行輸送の実施状況について 

（４月２日13:00時点） 

 

 

令和６年１月１日１６時１０分に発生した石川県能登地方を震源とする地震により、のと

鉄道七尾線は能登中島～穴水駅間で運転取りやめが発生しております。 

このたび、４月６日（土）から全線で鉄道の運行を再開することに伴い、代行バスの終了

について、のと鉄道（株）は新たな発表を別添の通りしております。 

更に詳細については、のと鉄道ホームページ（https://nototetsu.jp/）をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問い合わせ先 

大臣官房参事官（運輸安全防災）室 菊地・川瀬 

電話：03-5253-8111（内線 25-604、25-618）   

直通：03-5253-8309 

 



   

 

 

   

       

   






